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社会福祉法人元気村 

栗橋翔裕園デイサービスセンター 





通所介護 / 介護予防通所介護相当サービス 重要事項説明書 

（令和７年 ４月 １日現在） 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、

当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

1. 事業者（法人）の概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 元気村 

代 表 者 氏 名 理事長   神成 裕介 

本 部 所 在 地 

（連絡先及び電話番号）  

〒３６５－００３９ 埼玉県鴻巣市東１丁目１－２５  

本部事務局  ℡ ０４８－５４４－０８８０ / Fax ０４８－５４４－０８８２ 

法人設立年月日 平成５年１月７日 

2. 事業所の概要 

事 業 所 名 称 栗橋翔裕園デイサービスセンター 

介護保険指定 

事 業 者 番 号 
埼玉県 第1171100298号 

事業所所在地 〒３４９－１１０４ 埼玉県久喜市栗橋310-1 

連 絡 先 

相談担当者名 

℡ ０４８０－５５－１０１９（直通）/ Fax ０４８０－５２－６７８８ 

管 理 者  西川 雅人 

生活相談員 栗下 博礼 ・ 伊藤 愛子 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
久喜市・加須市・幸手市 

利 用 定 員 ４０名 

3. 事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 要介護状態または要支援状態にある方に対し、適正な通所介護   

 サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを提供することにより、

要介護状態または要支援状態の維持・改善を目的として、目標を設定 

した計画的なサービスを提供します。 

運 営 の 方 針 ・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用 

者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとします。 

・指定通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した 

日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能 

訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の 

維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものと 

します。 

・総合事業における介護予防通所介護相当サービスは、利用者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要

な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも

のとします。 

・地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域 

包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の 

保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を  

図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 



4. 提供するサービスの内容 

通所介護（又は介護予防通所介護相当サービス）は、事業者が設置する事業所（デイ

サービスセンター）に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する 

相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神

的負担軽減を図るサービスです。 

 

5. 営業日時 

営業日 月曜日から土曜日まで ※ただし、１月１日・２日・３日を除く 

営業時間 午前８時３０分から午後６時３０分まで 

サービス提供時間 午前９時００分から午後１７時３０分まで 

 

6. 事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管理者 １名 

生活相談員 ２名  ※１名 介護職兼務 

 看護職員 ２名以上 

 介護職員 １０名 ※１名 相談員兼務 

機能訓練指導員 ３名 

 

7. サービス提供の担当者 

 あなたへのサービス提供の担当職員（生活相談員）及びその管理責任者（管理者）は

下記のとおりです。 

 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出くだ 

さい。 

担当職員の氏名 生活相談員  伊藤 愛子・栗下 博礼 

管理責任者の氏名 管 理 者   早川 正輝 

 

 

 

 

 

 

8. 利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたから

お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割、２割又は３割の額

（介護保険負担割合証に記載の額）です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えて

サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

（１）通所介護の利用料 

ア．基本利用料 



【通所介護費（通常規模型）】   地域単価（６級地）１単位＝１０．２７円 

ご利用時間 

（１回あたり） 

ご利用者の 

要介護度 

通所介護費（１日あたり） 

基本利用料 

※（注１）参照 

ご利用者負担金の目安 

（＝基本利用料の１割、２割または３割） 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３，７３８円（３６４単位） ３７４円  ７４８円  １，１２２円  

要介護２ ４，２８２円（４１７単位） ４２９円  ８５７円  １，２８５円  

要介護３ ４，８４７円（４７２単位） ４８５円  ９７０円  １，４５５円  

要介護４ ５，３９１円（５２５単位）    ５４０円  １，０７９円  １，６１８円  

要介護５ ５，９４６円（５７９単位）   ５９５円  １，１９０円  １，７８４円  

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３，９２３円（３８２単位） 

５５８単位 

３９３円  ７８５円  １，１７７円  

要介護２ ４，４９８円（４３８単位） ４５０円  ９００円  １，３５０円  

要介護３ ５，０８３円（４９５単位） ５０９円  １，０１７円  １，５２５円  

要介護４ ５，６５８円（５５１単位） ５６６円  １，１３２円  １，６９８円  

要介護５ ６，２４４円（６０８単位） ６２５円  １，２４９円  １，８７４円  

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５，７６１円（５６１単位） ５７７円  １，１５３円  １，７２９円  

要介護２ ６，８０９円（６６３単位） ６８１円  １，３６２円  ２，０４３円  

要介護３ ７，８５６円（７６５単位） ７８６円  １，５７２円  ２，３５７円  

要介護４ ８，９０４円（８６７単位） ８９１円  １，７８１円  ２，６７２円  

要介護５ ９，９５１円（９６９単位） ９９６円  １，９９１円  ２，９８６円  

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５，９９７円（５８４単位） ６００円  １，２００円  １，８００円  

要介護２ ７，０７６円（６８９単位） ７０８円  １，４１６円  ２，１２３円  

要介護３ ８，１７４円（７９６単位） ８１８円  １，６３５円  ２，４５３円  

要介護４ ９，２５３円（９０１単位） ９２６円  １，８５１円  ２，７７６円  

要介護５ １０，３５２円（１，００８単位） １，０３６円  ２，０７１円  

０円  

３，１０６円  

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６，７５７円（６５８単位） ６７６円  １，３５２円  ２，０２８円  

要介護２ ７，９７９円（７７７単位） ７９８円  １，５９６円  ２，３９４円  

要介護３ ９，２４３円（９００単位） ９２５円  １，８４９円  ２，７７３円  

要介護４ １０，５０６円（１，０２３単位） １，０５１円  ２，１０２円  ３，１５２円  

要介護５ １１，７８９円（１，１４８単位） １，１７９円  ２，３５８円  ３，５３７円  

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ６，８７０円（６６９単位） ６８７円  １，３７４円  ２，０６１円  

要介護２ ８，１２３円（７９１単位） ８１３円  １，６２５円  ２，４３７円  

要介護３ ９，３９７円（９１５単位） ９４０円  １，８８０円  ２，８２０円  

要介護４ １０，６９１円（１，０４１単位） １，０７０円  ２，１３９円  ３，２０８円  

要介護５ １１，９９５円（１，１６８単位） １，２００円  ２，３９９円  ３，５９９円  

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定めた単位数に地域単価を乗じた

金額です。これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。

なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。また、１割

及び２割、３割負担の基準については、市町村が発行する「介護保険負担割合

証」にてご確認ください。 



（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用

する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

イ．加算 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 単位数 
利用者負担金 

（１割／２割／３割) 

延長加算 

※1日につき 
９時間以上１０時間未満利用した場合 

５０単位 

（５１３円） 

５２円／１０３円／１５４

円 

送迎減算 

 ※1回につき 

居宅と通所介護事業所との間の送迎

を行わない場合 

片道－４７単位 

（４８２円） 
４９円/９７円/１４５円 

入浴介助加算 

(Ⅰ) 

 ※1日につき 

利用者の入浴介助を行った場合 
４０単位 

（４１０円） 
４１円／８２円／１２３円 

中重度者ケア 

体制加算 

 ※1日につき 

中重度の要介護者が社会性の維持を

図り在宅生活の継続を目指したケア

を計画的に実施できる体制を整えて

いる場合 

４５単位 

（４６２円） 
４７円／９３円／１３９円 

サービス提供 

体制強化 

加算(Ⅰ) 

※1日につき 

当該加算の体制・人材要件を満たす

場合 

２２単位 

（２２５円） 
２３円/４５円/６８円 

個別機能訓練

加算(Ⅰ)  

 

※1日につき 

当該加算の体制・人材要件を満たし、

身体機能への働きかけを中心とした

個別機能訓練計画をもとにご利用者

の心身の状況に応じた機能訓練を計

画的に実施している場合 

イ ５６単位 

（５７５円） 

 

ロ ７６単位 

（７８０円） 

 

５８円/１１５円/１７３円 

 

 

７８円/１５６円/２３４円 

個別機能訓練

加算(Ⅱ) 

※１月につき 

個別機能訓練計画等の内容を厚生労

働省に提出し、必要な情報を活用して

いる場合  

２０単位 

（２０５円） 
２１円/４１円/６２円 

ADL維持等加算 

※１月につき 

利用者の自立支援・重度化防止に繋がる

サービスの提供を行っている事業所が、評

価期間の中でADLの維持または改善の度

合いが一定の水準を超えている場合 

(Ⅰ)３０単位 

（３０８円） 

(Ⅱ)６０単位 

（６１６円） 

 

３１円/６２円/９３円 

 

６２円/１２４円/１８５円 

科学的介護推進 

体制加算 

※１月につき 

利用者の心身の状況等に係る基本的な情

報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活

用している場合 

４０単位 

（４１０円） 
４１円／８２円／１２３円 

介護職員等処

遇改善加算Ⅰ 

（注３） 

都道府県に届け出た指定事業所が算定 
１ヶ月の総単位数の９．２％ 

（負担額は１割、２割または３割） 

感染症又は災害の 

発生を理由とする 

利用者数の減少が一

定以上生じる場合の 

対応 

減少月の利用延人員数が、当該減少

月の前年度の1月当たりの平均利用

延人員数から１００分の５以上減少し

ている場合 

基本報酬の１００分の３に相当する単

位数を加算 

※当該減少月の翌々月から３月以内

に限る 

(注３)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

※上記金額の自己負担額については、実際は 1 ヶ月の総利用単位数に地域単価数  



(１０．２７)を乗じ、その 1割相当額を切り捨てて算出するため、1日あたりの負担額に

日数を乗じた額と実際の負担額には誤差が生じる場合があります。 

 

（２）介護予防通所介護相当サービスの利用料 

ア．基本利用料 

【久喜市 介護予防通所介護相当サービス費】  地域単価（６級地）１単位＝１０．２７円 

利用者の 

要介護度 

総合事業通所型サービス費（１月あたり） 

基本利用料（単位数） 

※（注1）参照 

利用者負担金 

（＝基本利用料の１割、２割または３割） 

※（注2）参照 

要支援1 
1月につき 

1日につき ※日割り 

１８，４６５円（１７９８単位） 

 ６０５円 （５９単位） 

１，８４７円／３，６９３円／５，５４０円 

  ６１円／  １２１円／ １８２円 

要支援2 
1月につき 

1日につき ※日割り 

３７，１８８円（３６２１単位） 

１，２２２円 （１１９単位） 

３，７１８円／７，４３７円／１１，１５６円 

１２３円／   ２４５円／   ３６７円 

（注１）上記の基本利用料は久喜市のものであるが、基本利用料は保険者が定める金額

であり、これが改定された場合は、自動的に改訂されます。なお、その場合は、 

事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを  

利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意  

ください。 

 

イ．加算 以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 単位数 
利用者負担金 

（１割、２割または３割） 

サービス提供 

体制強化加算 

(Ⅰ) 

当該加算の体制・人材要件を満

たす場合 

要支援１ 

８８単位 

（９０３円） 

９１円／１８１円／６３２円 

要支援２ 

１７６単位 

（１，８０７円） 

１８１円／３６２円／５４３

円 

送迎減算 

 ※1回につき 

居宅と通所介護事業所との間の

送迎を行わない場合 

片道－４７単位 

（４８２円） 
４９円/９７円/１４５円 

科学的介護推進 

体制加算 

利用者の心身の状況等に係る基本的

な情報を厚生労働省に提出し、必要な

情報を活用している場合 

４０単位 

（４１０円） 
４１円／８２円／１２３円 

介護職員等処遇 

改善加算(Ⅰ)（注3） 

久喜市に届け出た事業所が当該

基準に掲げる区分に従い算定 

１ヶ月の総単位数の９．２％ 

（負担額は１割、２割または３割） 

(注３)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

※上記金額の自己負担額については、実際は 1 ヶ月の総利用単位数に地域単価数  

(１０．２７)を乗じ、その 1割相当額を切り捨てて算出するため、1日あたりの負担額に

日数を乗じた額と実際の負担額には誤差が生じる場合があります。 

 

 



（３）その他の費用 

品目 内容の説明 費 用 

送迎サービス費 通常の実施区域を越える送迎をする場合 １００円/Km 

食費 
食事の提供に要する調理及び加工とその食材費 

※夕食は延長時に希望に応じて提供 

昼食： ７５０円/食 

夕食： ６００円/食 

行事参加費 行事に参加された場合、費用に応じた実費 実費 

おむつ代 当センターのおむつをご利用になる場合 

紙おむつ 110円 

紙パンツ 130円 

尿取りパット 42円 

清拭 15円 

理美容代 ご希望にて利用になる場合 １５００円/回 

その他 
利用者にご負担いただくことが適当であると認めら

れるもの 
実費 

 

（４）キャンセル料 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル

料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある

場合は、キャンセル料は不要とします  

キャンセルの時期 キャンセル料 

ご利用日の前日１７時までに 

ご連絡頂いた場合 
無料 

ご利用日の当日８時３０分までに 

ご連絡頂いた場合 
無料 

ご利用日の当日８時３０分までに 

ご連絡が無かった場合 
７５０円 

 （注）利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。 

 

９．請求及び支払方法 

 上記（１）から（４）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求

しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払い

を受けた後、30 日以内に差し上げます。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月の２０日（祝休日の場合は直前の平日）に 

ゆうちょ銀行の口座より引き落とします。 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の２５日（祝休日の場合は直前の平日）まで

に、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 

 

【振込先】埼玉りそな銀行 栗橋支店 普通口座３５６１６１９ 

口座名義： 社会福祉法人元気村 理事長 神成 裕介 

 

 



１０．秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員 

である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、 

従業者との雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の 

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ 

文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を 

用いません。 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び 

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い 

のためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

１１. 緊急時における対応方法 

事業者は、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

医療機関名称 医療法人三和会 東鷲宮病院 

所在地 〒３４０－０２０３ 埼玉県久喜市桜田２－６－５ 

電 話 番 号 ０４８０－５８－２４６８ 

 

１２. 事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護

支援専門員（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な

措置を講じます。 

 

１３．損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者 

は速やかにその損害を賠償します。また守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、利用者の故意又は過失が認められた場合、あるいは 

利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して、減額するのが相当と認められた場合 

には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 ： あいおいニッセイ同和損害保険会社 

保険名 ： 介護保険 ・ 社会福祉事業者総合保険 

 

１４. 苦情相談窓口 

サービス提供に関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

窓口担当者 栗下 博礼 （栗橋翔裕園デイサービスセンター 生活相談員） 

解決責任者 早川 正樹 （栗橋翔裕園 施設長） 

受付時間 月曜日～土曜日 ９時００分～１８時００分 ※１月１・２・３日を除く 

受付電話番号 ０４８０－５２－６６１１ 

 

 



上記窓口で解決できない場合は、次の窓口で対応します。 

窓口名 
社会福祉法人元気村 苦情解決委員会（理事長主催） 

社会福祉法人元気村 虐待防止委員会（理事長主催） 

受付時間 月曜日～金曜日 ９時００分～１８時００分 ※祝日・年末年始を除く 

受付電話番号 ０４８－６３１－００７０ 

 

第三者委員会は、公正中立な立場で、苦情等を受付け相談に応じていただけます。 

久喜市栗橋東地区民生・児童委員 石井  早苗  

埼玉保護観察所 保護司 山岡  孝  

蓮田市民生委員・児童委員 下田 ナカ  

 

次の公的窓口においても苦情申し出ができます。 

久喜市 介護保険課（要介護） ・高齢者福祉課（要支援） 

ご利用時間  ８：３０ ～ １７：１５ 

月～金曜日（年末年始１２月２９日～１月３日・休日除く） 

０４８０－２２－１１１１ 

 

幸手市役所 介護福祉課 

ご利用時間  ８：３０ ～ １７：１５ 

月～金曜日（年末年始１２月２９日～１月３日・休日除く） 

０４８０－４２－８４４４ 

 

加須市役所 高齢福祉課    

ご利用時間  ８：３０ ～ １７：１５ 

月～金曜日（年末年始１２月２９日～１月３日・休日除く） 

０４８０－６２－１１１１ 

 

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課 苦情対応係 

ご利用時間  ８：３０ ～ １７：００ 

月～金曜日（年末年始・休日除く） 

０４８－８２４－２５６８ 

（苦情相談専用） 

 

１５．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況について 

1、利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取り組みの状況・・・なし 

実施した年月日 なし 

当該結果の開示状況 なし 

 2、第三者による評価の実施状況・・・なし 

実施した年月日 なし 

実施した評価機関の名称 なし 

当該結果の開示状況 なし 

１６．法令遵守について 

 法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、下記の通り責任者を置いております。 

法令遵守最高責任者 社会福祉法人 元気村 理事長  神成 裕介 

法令遵守責任 者 社会福祉法人 元気村 本部長  西川 雅人 

栗橋翔裕園 

法令遵守責任者 

社会福祉法人 元気村  

特別養護老人ホーム栗橋翔裕園  施設長 早川 正輝 



１７．非常時災害対策 

 事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えると共に、常に関係

機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に

基づき年 6回、利用者及び従業者等の訓練を行います。 

 

１８．身体拘束の廃止 

 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

 ただし、緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には、事前に利用者 

及びそのご家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１９．サービスの利用にあたっての留意事項 

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下の通りです。 

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑になら 

ないようお願いします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早め 

に担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へ 

ご連絡ください。 

（４）主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出てください。 

（５）体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を 

中止することがあります。 

（６）利用環境の保全のための施設内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力を 

お願いします。 

 


